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第 3期北海道雇用創出基本計画骨子 (案)の概要について
平成 23年 12月 8日
経済部労働局雇用労政課

万年度で終了することから、現行計画策定後の産業・雇用情勢や計画の実施状カ

況を踏まえ、諸課題への的確な対応を図りながら、雇用創出に関する施策を総合的かつ計画的に推
進していくため、平成 24年度をスター トとする第 3期の基本計画を策定。

′
北海道雇用創出基本条例第 10条に基づく   平成 24年度から平成 27年度までの 4年間
「雇用の創出に関する基本的な計画J及び新 O MMM闘

吻覇蜃照
北海道総合計画の特定分野計画。         雇用創出数 :4年間で 10万人

①事業者と働く人々の意欲と挑戦

③産業施策と雇用施策の一体的展開
②地域の創意に満ちた取組

④横断的な連携・協働と現場主義の徹底等

現下の厳しい雇用情勢等への機動的な対応とともに、産業構造の変化や本格的な人口減少社会
への適切な対応が必要。雇用指標の的確な把握 0分析を通じた、施策の点検・改善が重要。

【雇用情勢等への対応】
・成長力強化に向けた取組の推進
・地域が主体となつた取組の活発化
。若年者への就業支援強化と雇用機会の創出
・非正規労働者の就業環境の整備等
0人手不足産業への理解促進やマッチング等
0東日本大震災の避難者への支援

【人口減少社会への対応】
。若年、女性、高齢、障がい者など多様な働き手

の意欲の喚起と就業環境の改善等

・労働者の生産性の向上と企業の経営革新等に対

応するための能力開発やキャリア形成

倒産の未然防止と雇用維持のサポ
ニ ト.離職者の生活安定と早期

再就職の支援。東日本大震災被災者の就労を支援。

経営基盤強化、創業の拡大など。

擾奮途甚異:SみX羹皐襲番島易黎花ボ君季
・電子、

農林水産業、中小小売商業の活性化、建設業の新分野
進出の促進など。
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」を策定し、取組結果を公表。

・計画の効果的な推進を図るための点検項目を設定し、施策の点検評価システムを整備。

<就業者数・率 (全年齢、若年者、高齢者、女性)、 障がい者の実雇用率など>
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(1)中小企業等の育成強化

(2)ものづくり産業の振興と立地環境を
活かした

(9地域における産業の活性化

(1)社会を支える多様な働き手の就業支援

(2)働きやすい環境の整備

(3)地域産業を担う人材育成と就業促進

(0人手不足分野における労
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